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ICASnimoca利用で健康ポイント事業の特典がさらにお得になります！

健康ポイント交換申請について

“カミ優待制度（ ICASnimocaカード）”の申請について

新しい健康ポイント事業の特典

例）健康ポイントを12ポイント以上保有して申請した場合

今までの特典

今までの特典

ICASnimoca利用で追加される特典

４ポイント毎に1,000円の商品券と交換

3,000円分の商品券

４ポイント毎に2,000円分のポイントを付与

ICASnimoca利用で追加される特典

3,000円分の商品券　＋　 6,000円分のポイント

ICASnimocaの利用で“４ポイント毎に２,０００円分”お得になります！

注意事項 ・ 健康ポイント事業の追加特典を受け取るためには事前にカミ優待制度の申請
（ICASnimocaカード）が必要です。

　健康ポイントを商品券やnimocaポイントと交換する
ためには、健康ポイント交換申請が必要です。
　４ポイント以上貯まった健康ポイントカードと必要事
項を記入したポイント交換申請書を提出することで、後
日引換券が郵送され、商工会で４ポイント毎に1,000
円分の商品券と交換する事ができます。
　また、カミ優待（ICASnimocaカード）を利用して
いる方は、申請書にポイント付与の希望の有無などの必
要事項を記入し、提出することで４ポイント毎に2,000
円分のnimocaポイントが付与されます。
　付与されたnimocaポイントは商工会に設置されてい
るポイント交換機で電子マネーと交換することにより公
共交通機関の他、交通系ＩＣカード決済のできるお店で
の買い物などに利用できます。

■申 請 場 所　　函館バス㈱  江差営業所（受付時間９時～17時）
■対　象　者　　上ノ国町民（全年齢）
■申 請 方 法　　備え付けの申請書（２枚）に必要事項を記入
　　　　　　　　（申請の際に身分証明証が必要となります。）
■有 効 期 限　　３月31日まで（１年ごとに更新が必要です）
■利用者負担　　2,000円（チャージ料1,500円＋保証金500円）
　　　　　　　　※保証金はカード返却時に返金されます。
◆申請手続きについては、
　函館バス㈱ 江差営業所（☎0139－52－0025）へお問い合わせください。

■申請書イメージ（様式は一部変更となる場合があります）

・ 必要事項を記入した申請書と健康ポイントカード
を保健福祉課健康支援グループに提出してください。
・ nimocaポイントの付与を希望される場合は
ICASnimocaカードの写しを必ず添付してください。

　上ノ国町生活交通路線調
査実証事業（カミ優待制度）
は公益財団法人北海道市町
村振興協会（サマージャン
ボ宝くじの収益金）の助成
を受けて実施しています。

■健康ポイント事業に関するお問い合わせ
保健福祉課　健康支援グループ　☎0139－55－4460

■カミ優待制度に関するお問い合わせ
総務課　企画統計グループ　☎0139－55－2311


